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基本理念 
➊絆を強め、情報共有、参加、協働によるまちづくりを！ 
➋安心して暮らし続けることができる地域社会へ！ 
❸量から質への転換による豊かな地域社会の創造を！ 
❹地域の個性を磨き、自立したまちに！ 
❺グローバルに展開し、国内外から必要とされるまちに！ 

将来像 
『豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが』 

基本政策 
➊地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち 
➋災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち 
❸住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち 
❹恵まれた自然と共生し、人と地球にやさしいまち 
❺ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち 
❻互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち 
❼効果的・効率的で信頼される行政経営が行われているまち 

土地利用 土地利用の基本方針・土地利用計画・将来の都市構造 

基本構想 

 

 

本章では、第２章で整理した都市構造上の課題を踏まえ、本計画の方向性を示す「立地
適正化計画の方針」と「課題解決のための施策・誘導の方針」を設定します。 

また、本計画により目指す「都市の骨格構造」の考え方を整理します。 
 

３－１ 立地適正化計画の方針 

本市の最上位計画である第２次佐賀市総合計画では、以下の基本構想が定められてい
ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２次佐賀市総合計画における土地利用の基本方針では、「土地需要の量的調整や土
地利用の質的向上を図り、都市機能を適正に配置したコンパクトな都市形成の推進」を目
指すこととしています。 

立地適正化計画は、コンパクトな都市構造を実現するためのアクションプランでもあるた
め、第２次佐賀市総合計画における土地利用の基本方針を実現するために、「立地適正
化計画により目指す佐賀市の将来像」を位置付けた上で、「居住誘導」、「市場形成」、
「立地集積」の３つの枠組みにより「立地適正化計画の方針」を設定して、将来にわたり持
続可能な都市の形成を目指していくものとします。 

第３章 まちづくりの基本的方針 

【第２次佐賀市総合計画（平成２７年３月）における「基本構想」】 
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佐賀駅周辺から中心市街地にかけて発展してきた本市において、今後の人口減少、少
子・高齢化時代に対応した持続可能な都市づくりを進めていくためには、災害リスクが低く、
利便性の高い市街地への人口誘導によって、佐賀駅周辺や中心市街地をはじめとした拠
点に公共交通や徒歩・自転車によって容易にアクセスできるようなコンパクトな市街地形態
を将来的にも維持し、都市空間の質を高めていくことが重要です。 

以上の考えを踏まえ、立地適正化計画により目指す佐賀市の将来像を「未来につなが
る集約拠点都市」として設定します。 

また、物理的な利便性や経済的な価値の向上を図るだけでなく、市民の幸福度や体験
の豊かさ等の心の価値を向上する「リッチローカル」の実現のため、まとまりある快適な都
市空間において、新しい技術や発想を次々と取り入れていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【立地適正化計画により目指す佐賀市の将来像】 

 
未来につながる集約拠点都市  

“歩いて暮らして仕事して” 

リッチローカル 

イノベーション 

まちなか DX ウォーカブル 

ネットワーク 
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将来像の実現に向けて、２０年後も現在の「人口集積を維持」し、「密度の経済を保つ」こと
が重要であるとの認識のもと、「居住誘導」⇒「市場形成」⇒「立地集積」⇒「居住誘導」の
好循環を生み出し、将来像の実現を目指します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画の方針１ ～居住誘導～ 

人口の集約・人口密度の維持 

【立地適正化計画の方針】 

［施策・誘導の方針１－１］生活利便性の高いまちなかへの重点的な居住誘導による 
人口密度の維持 

〇各種都市機能の立地により市街化区域内に生活利便性が高いエリアが広がってい
る本市では、この環境を維持することと合わせて居住を誘導し、全市的には人口減
少見通しである中でも、まちなかの人口密度を維持します。 

〇居住誘導にあたっては、空き家や低未利用地の有効利用に向けた施策を積極的に
展開します。 

〇また、これまでの投資により都市基盤が整備された土地区画整理事業実施地区等
の箇所は、良好な都市基盤ストックを有効活用する観点から、将来にわたって人口
密度の維持を図ります。 

［施策・誘導の方針１－２］安心居住を実現するための居住誘導と災害対策 
〇土砂災害のリスクが高いエリアから、土砂災害のリスクが低いまちなかへ住んでいた

だくよう、災害が発生しても安心して生活ができる環境形成を目指します。 
〇浸水被害に対しては、災害特性に応じたハード・ソフトの両面から対策に取り組み、

災害が発生しても安心して生活ができる環境形成を目指します。 
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中心拠点 

［施策・誘導の方針３－１］中央大通りを軸とした中心市街地の活性化 
〇佐賀市のメインストリートである「中央大通り」沿道においては、県都佐賀の顔として

ふさわしい機能の誘導を行い、職住近接を推進するなど、更なる中心市街地の活性
化を目指します。 

〇中央大通りの沿道及び後背地においては、低未利用地の利用促進等により、子育て
世帯の暮らしを支える施設や市民ニーズに応じた施設の誘導により、更なる生活利
便性の向上を図るとともに、快適に歩ける歩行空間整備と合わせて、回遊性の高い
まちなか環境を創出します。 

［施策・誘導の方針３－２］佐賀駅～ＳＡＧＡサンライズパーク間における新たな動線の 
磨き上げ 

〇佐賀駅から新たな交流・集客の拠点として期待されるＳＡＧＡサンライズパーク間に
おいては、本市の新たな動線としての魅力ある施設誘導や歩きたくなるウォーカブル
な環境づくりを目指し、中心市街地の活性化と併せて南北軸の強化に努めます。 

地域拠点 

［施策・誘導の方針３－３］現状における生活利便機能の維持 
〇諸富地域拠点・大和地域拠点においては、現状における各種都市機能が集積した

環境を将来にわたり維持し、地域住民の生活利便性の確保を図ります。 

立地適正化計画の方針２ ～市場形成～ 

密度の経済の発揮 

［施策・誘導の方針２－１］居住誘導と合わせた生活利便向上策の推進と市場の活性化 
○商業施設やその他の生活サービス施設の維持には「密度の経済」という視点が必

要となります。 
〇そのため、現状において各種都市機能が充実した生活利便性の高い市街地では、そ

の環境を将来にわたり維持し、良好な住宅地・商業地等としての市場を持続的なも
のとするなど、人口密度の維持により「密度の経済」を発揮します。 

〇空き家・低未利用地の流通促進やこれらを活かした居住環境整備等により、住宅市
場の活性化を図ります。 

［施策・誘導の方針２－２］徒歩や自転車、公共交通により移動しやすい環境整備 
〇多くの人々が快適に、健康的に住み続けられる住環境を創出するため、居住地にお

ける自転車利用環境の充実やウォーカブルなまちづくりを推進します。 
〇増加する高齢者をはじめ、多くの市民が自家用車に頼らず居住地からまちなかへ移

動できるよう、公共交通沿線の人口密度の維持と利用促進による「密度の経済」を
発揮し、公共交通の維持・充実を図ります。 

立地適正化計画の方針３ ～立地集積～ 

拠点の維持・充実 
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３－２ 目指すべき都市の骨格構造 

本市の最上位計画である「第２次佐賀市総合計画」では、以下のとおり土地利用の基
本方針及び将来都市構造図を設定しています。 

本計画では、この将来都市構造の実現を目指し、都市機能誘導や居住誘導により、第２
次佐賀市総合計画における土地利用方針の具体化を図っていきます。 

 
 

   

都市計画区域 

九州 国際空港 

【第２次佐賀市総合計画における土地利用の基本方針、将来都市構造図】 

出典：第２次佐賀市総合計画を基に作成 

土地利用の基本方針（抜粋） 

●各拠点の役割に応じて機能分担がなされ、中心拠点及び地域拠点が有機的に相互連携し
た都市構造を実現するために、今後も引き続き、土地需要の量的調整や土地利用の質的
向上を図り、都市機能を適正に配置したコンパクトな都市形成を推進します。 

●開発と保全が調和し、豊かな自然環境との共生が可能となるような土地利用の規制及び
誘導を図ります。 

●防災の面からの市民の安全への配慮や環境負荷の低減に寄与する土地利用を推進しま
す。 

将来都市構造図 
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名称 総合計画上の位置付け 
立地適正化計画での 

具体化の方向性 

中
心
拠
点 

商業・業務、行政、文化、交流等の都市機能が蓄積され

た中心市街地を中心に一体的な市街地を形成している区

域は、都市の中心としての機能を持ち、市域全体の発展を

牽引する役割を担ってきました。今後も本市の中心拠点とし

て、市域全体の発展に必要な高次都市機能を更新・集積

し、広域拠点性の向上を図ります。 

また、城下町として栄え、近世佐賀の中核を成した中心市

街地は、県都としての広域中枢拠点の役割を担っており、本

市の顔であると言えます。蓄積されてきた文化や伝統、社会

資本などの既存ストックを活かすとともに、本市の顔にふさ

わしい品格と賑わいのあるまちを実現するために、重点的に

高次都市機能の充実を図ります。 

中心市街地から SAGA サン

ライズパークまでの南北軸の強

化を図りつつ、都市機能誘導区

域を設定し、拠点性の向上や市

域全体の発展に資する高次都

市機能施設を誘導施設に位置

付けます。 

諸
富
地
域
拠
点 

交通利便性の高い国道沿道や筑後川下流域に商工業機

能が集積し、その周辺では商工業機能等と共存した住宅市

街地が形成されています。これらの区域を諸富地域拠点と位

置付け、中心拠点と連携した都市機能の充実を図ります。 

拠点の中心からの徒歩圏等

を考慮して都市機能誘導区域

を設定し、地域住民の生活利便

性の維持・向上に資する施設を

誘導施設に位置付けます。 

大
和
地
域
拠
点 

交通利便性の高い沿道に商工・流通業機能が集積し、そ

の周辺では住宅市街地が形成されています。これらの区域

を大和地域拠点として位置づけ、中心拠点と連携した都市

機能の充実を図ります。 

川
副
地
域
拠
点 

市の支所や教育施設などの公共公益施設を中心に比較

的規模が大きな既存の住宅地が形成されています。市の支

所や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を

川副地域拠点として位置付け、地域住民の日常生活の利便

性を確保するための機能の充実を図ります。 

現状の拠点機能の維持ととも

に、公共交通等によって中心拠

点へアクセスしやすい環境を形

成し、拠点間の連携により生活

利便性の確保を図ります。 

東
与
賀
地
域
拠
点 

穀倉地帯である佐賀平野に広がる田園地域であり、交通

利便性の高い沿道に住宅地が形成されています。市の支所

や教育施設などの公共公益施設が集積された中心部を東

与賀地域拠点として位置付け、地域住民の日常生活の利便

性を確保するための機能の充実を図ります。 

久
保
田
地
域
拠
点 

交通利便性の高い沿道や鉄道駅を中心に商工業機能が

集積し、その周辺では商工業機能等と共存した住宅地が形

成されています。市の支所や教育施設などの公共公益施設

が集積された中心部を久保田地域拠点として位置付け、地

域住民の日常生活の利便性を確保するための機能の充実

を図ります。 

【第２次佐賀市総合計画における各拠点の位置付けと、本計画における具体化の方向性】 
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名称 総合計画上の位置付け 
立地適正化計画での 

具体化の方向性 

都
市
ゾ
ー
ン 

既存の都市基盤の有効活用を図りながら、さまざまな

都市中枢機能を強化し、一層の集積を図るとともに、定

住の促進や交通体系の整備などを総合的に展開し、都

市的土地利用を推進します。 

人口集積や生活利便性の状

況、都市基盤の整備状況、拠点へ

のアクセス性等を考慮して居住誘

導区域を設定し、空き家・低未利

用地対策や災害対策等の施策を

推進します。 

田
園
集
落 

ゾ
ー
ン 

まとまりのある農用地の保全及び集落機能の維持を

基本とし、地域の活性化の観点から、住宅団地や工業

団地の機能を確保しつつ、適正な土地利用の誘導を図

ります。 

現状の農地・集落地、沿岸地域

等としての土地利用を基本としつ

つ、災害リスクの高いエリアにお

いては居住誘導区域への居住誘

導を行い、安全性の向上を図りま

す。 

有
明
海
沿
岸 

ゾ
ー
ン 

海洋環境の保全を基本に、漁業やレクリエーションの

振興、集落の生活環境の維持向上を図ります。 

 
 

 

名称 総合計画上の位置付け 
立地適正化計画での 

具体化の方向性 

広
域
交
流
軸 

九州新幹線西九州ルートやＪＲ長崎本線、九州横断自

動車道、有明海沿岸道路、国道３４号など、福岡都市圏を

はじめとする主要都市間を結ぶ軸であり、広域都市圏と

の産業活動を促進するとともに、市域全体の発展を支え

る役割を担っています。 JＲ長崎本線のほか、バス路線が

充実している国道２０７号、国道２６

３号、国道２６４号等を公共交通軸

として位置付け、公共交通の利用

促進と沿線地域への居住誘導を図

ります。 

域
内
交
流
軸 

広域交流軸を補完し、中心拠点と各地域拠点を有機

的に結ぶ軸であり、市域の一体的な都市形成や地域間

交流を促進する役割を担っています。 

環
状
軸 

中心拠点を囲む広域交流軸や域内交流軸を補完する

軸であり、中心拠点へ流入する通過交通など適切に分散

し渋滞緩和を図るとともに、広域都市圏や各地域拠点へ

適切に誘導する役割を担っています。 

 
 

【第２次佐賀市総合計画における各ゾーンの位置付けと、本計画における具体化の方向性】 

【第２次佐賀市総合計画における各都市軸の位置付けと、本計画における具体化の方向性】 
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拠点類型 地区の特性 設定すべき場所の例 地区例 

中心拠点 

市域各所からの公共
交通アクセス性に優
れ、市民に、行政中
枢機能、総合病院、
相当程度の商業集
積などの高次の都市
機能を提供する拠点 

●特に人口が集積する地区 
●各種の都市機能が集積する地区 
●サービスの水準が高い基幹的な

公共交通の結節点として容易に
アクセスが可能な地区 

●各種の都市基盤が整備された地
区 

○中心市街地活性化基
本計画の中心市街地 

○市役所や市の中心と
なる鉄軌道駅の周辺 

○業務・商業機能等が
集積している地区等 

地域／ 
生活拠点 

地域の中心として、
地域住民に行政支
所機能、診療所、食
品スーパーなど、主と
して日常的な生活サ
ービス機能を提供す
る拠点 

●周辺地区に比して人口の集積度
合いが高い地区 

●日常的な生活サービス施設等が
集積する地区 

●徒歩、自転車又は端末交通手段
を介して、周辺地域から容易にア
クセス可能な地区 

●周辺地域に比して都市基盤の整
備が進んでいる地区 

○行政支所や地域の中
心となる駅、バス停の
周辺 

○近隣商業地域など小
売り機能等が一定規
模集積している地区 

○合併町村の旧庁舎周
辺地区等 

 
 

基幹的な 
公共交通軸 

公共交通軸の特性 設定すべき場所の例 

中心拠点を中心に地域／生活拠点、居住
を誘導すべき地域を結ぶ都市軸で、将来
にわたり一定以上のサービス水準を確保
する公共交通が運行する軸 

●一定以上のサービス水準を有する路線
であり、一定の沿線人口密度があり、か
つ公共交通政策でも主要路線として位
置づけられるなど、サービス水準の持
続性が確保されると見込まれる路線 

●中心拠点と地域／生活拠点、各拠点と
居住を誘導すべき地域と結ぶ路線 

【参考：立地適正化計画作成の手引き（令和４年４月改訂）に示される拠点と公共交通軸のイメージ】 

中心拠点 
地域／生活拠点 

基幹的な公共交通軸 

・周辺地域から容易にアクセス
可能な地域の中⼼として、地域
住⺠に、⾏政⽀所機能、診療所、
⾷品スーパーなど、主として⽇
常的な⽣活サービスを提供す
る拠点 

・市域各所から公共交通アクセ
ス性に優れ、市⺠に、⾏政中枢
機能、総合病院、相当規模の商
業集積などの⾼次の都市機能
を提供する拠点 

・中⼼拠点を中⼼に地域／⽣活
拠点、居住を誘導すべき地域を
結ぶ都市軸で、将来にわたり⼀
定以上のサービス⽔準を確保
する公共交通が運⾏する軸 

出典：立地適正化計画作成の手引き（令和 4 年 4 月改訂）を基に作成 
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